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(　1　)

“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

第 1901号 2009年 6月 10日

〈
出
題
〉九
段　

西
村　

一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

香
が
中
心
の
攻
め
で
す
。

　
（　

分
で
二
段
）
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4
月
末
、
自

治
体
に
お
け
る

非
正
規
労
働
者

の
実
態
を
告
発

し
、
官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
が

広
が
っ
て
い
る
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
集
会
が
開
催
さ
れ

た
▼
組
合
の
枠
を
超
え
た
実

行
委
員
会
が
企
画
し
、
と
も

に
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を

な
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
画

期
的
な
集
会
に
な
っ
た
▼
こ

の
集
会
で
、
沸
々
と
し
た
怒

り
が
滲
む
「
非
正
規
川
柳
」

応
募
作
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ

の
数
点
を
紹
介
し
、
思
い
を

共
有
し
た
い
▼
安
月
給　

さ

れ
ど
仕
事
は　

プ
ロ
意
識
／

賃
金
は　

半
分
以
下
で
も　

倍
仕
事
／
物
件
費　

私
は
も

の
と　

一
緒
な
の
／
臨
時
と

は　

わ
が
職
場
で
は　

二
十

年
／
気
が
つ
け
ば　

常
勤
教

え
る　

非
常
勤
／
常
勤
の　

指
導
教
官　

非
常
勤
／
経
験

を　

積
ん
だ
頃
に
は　

雇
い

止
め
／
雇
い
止
め　

あ
き
缶

以
下
か　

ポ
イ
捨
て
に

職
員
を
追
い
出
す
問
題
を

追
及
し
た
後
、
①
上
期
人

事
発
令
、
②
配
転
・
転
課

問
題
、
③
一
元
化
に
関
わ

■
上
期
人
事
発
令
問
題
■

　

協
議
会　

美
術
展
・
俳
句

大
会
中
止
に
始
ま
り
、
件
数

主
義
の
押
し
付
け
、
署
内
現

金
領
収
時
間
の
延
長
、
超
勤

続
き
の
確
申
期
、
不
安
だ
ら

け
の
一
元
化
の
強
行
、
加
え

て
６
月
ボ
ー
ナ
ス
カ
ッ
ト

等
々
、
職
場
の
不
満
や
怒
り

は
う
っ
積
し
て
い
る
。

の
局
所
に
ま
た
が
る
中
で
の

人
事
作
業
で
あ
る
た
め
、
直

前
ま
で
示
せ
な
い
。

　

協
議
会　

管
理
運
営
部
門

へ
の
打
診
を
し
て
い
る
が
、

正
式
に
内
内
示
を
行
っ
た
上

で
職
員
の
希
望
を
聴
取
し
、

そ
れ
か
ら
内
示
せ
よ
。

　

長
官　

内
内
示
は
考
え
て

い
な
い
。

　

協
議
会　

身
申
変
更
の
期

限
は
あ
る
の
か
。

　

長
官　

速
や
か
な
変
更
を

お
願
い
し
て
い
る
が
、
あ
る

程
度
弾
力
的
な
運
用
を
通
じ

て
希
望
を
聞
い
て
い
く
。

　

協
議
会　

嫌
だ
と
言
う
職

員
を
強
制
的
に
転
課
さ
せ
る

よ
う
な
こ
と
は
行
う
な
。

　

■
配
転
・
転
課
問
題
■

　

協
議
会　

今
年
は
一
元
化

に
よ
り
異
動
規
模
の
拡
大
が

想
定
さ
れ
る
が
、
現
段
階
で

の
概
略
を
示
せ
。

　

長
官　

5
万
6
千
人
が　
12

　協議会　一元化に関わって伝達があった
が、不安なく実施できると考えているのか。
　長官　相当大規模な措置をした上で実施
するので、スムーズにいくと考えている。
　協議会　管理運営、課税内部双方とも労働
強化にしないため、調査件数を削ってでも
署をあげて支える考えはあるか。
　長官　内部事務に必要な事務量を確保し、
残った事務量を調査に充てるよう指示して
いる。ただ、これまでの事務量を積算した
上での計画の策定となるため、想定外の事
務が生じた場合は弾力的運用で対応する。
　協議会　全署実施は拙速との意見は今で
もある。1年目は余裕を持ってやるべきだ。
　長官　試行を踏まえ、様々な指摘も伺い、
相当配慮しやってきたつもりだ。新人を配
置する分も考慮し、余裕を持った円滑な移
行に心掛けていく。

　

そ
う
し
た
中
、
７
月
人
事

異
動
で
、
希
望
を
無
視
し
、

期
待
を
裏
切
っ
て
士
気
を
削

ぐ
こ
と
に
な
れ
ば
、
職
員
は

踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
だ
。

　

そ
こ
で
、
中
高
年
処
遇
問

題
に
入
る
が
、
真
面
目
に
働

い
て
き
た
人
達
の
労
苦
に
報

い
る
べ
き
で
あ
り
、
７
月
発

令
で
の
中
高
年
処
遇
に
対
す

る
ス
タ
ン
ス
を
聞
く
。

　

長
官　

今
の
税
務
行
政
が

国
民
か
ら
信
頼
を
得
て
い
る

の
は
、
今
の
中
高
年
職
員
の

努
力
が
大
き
い
と
認
識
し
て

い
る
。
同
時
に
、
職
場
活
性

化
の
た
め
に
も
、
中
高
年
に

意
欲
を
持
っ
て
働
い
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

　

制
度
的
に
上
席
を
6
級
格

付
で
き
な
い
か
、
ポ
ス
ト
も

増
や
せ
な
い
か
と
努
力
し
て

■
宿
舎
追
い
出
し
問
題
■

　

協
議
会　

こ
の
一
年
、
職

員
の
気
持
ち
を
逆
な
で
す
る

事
が
頻
発
し
た
。
直
近
で
は

東
京　

区
内
の
宿
舎
か
ら
税

23

務
職
員
は
出
て
行
け
と
い
う

趣
旨
の
理
財
局
通
達
だ
。

　

長
官　

通
達
は
原
則
と
し

て
本
府
省
以
外
の
職
員
に
貸

与
し
な
い
と
あ
る
が
、
但
し

書
き
で
、　

区
内
に
居
住
す

23

る
必
要
性
の
高
い
職
員
云
々

と
の
記
載
も
同
時
に
あ
り
、

そ
の
運
用
問
題
だ
。

相当配慮してきた

  余裕持ち移行する

一
般
上
席
に
光
あ
て

一
般
上
席
に
光
あ
て
よよ

き
た
。
人
事
院
総
裁
に
も
職

員
が
果
た
し
て
い
る
重
要
性

等
を
説
明
し
要
望
し
て
き
た

が
、
厳
し
い
姿
勢
だ
っ
た
。

　

協
議
会　

一
般
上
席
か
ら

の
発
令
が
減
っ
て
お
り
、
士

気
を
上
げ
る
た
め
に
は
明
確

な
方
針
が
必
要
だ
。

　

人
事
課
長　

中
高
年
の
寄

与
も
あ
る
が
、
若
手
も
支
え

て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う

と
る
の
か
が
重
要
だ
。
職
員

個
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

見
な
が
ら
や
っ
て
い
る
。

　

協
議
会　

専
科
生
は　

歳
50

普
通
科
生
は　

歳
か
ら
ポ
ス

55

ト
発
令
が
な
い
デ
ー
タ
が
あ

る
。
一
定
年
齢

で
の
切
り
捨
人

事
は
や
め
ろ
。

　

人
事
課
長　

　

切
っ
て
は
い

な
い
。
各
人
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
見
て
行
っ

て
い
る
。

　

協
議
会　

目
に
見
え
る
形

で
中
高
年
に
光
を
当
て
た
発

令
が
重
要
だ
。

　

ま
た
、
①　

期
生
を
ま
だ

47

上
席
に
昇
任
さ
せ
な
い
、
②

普　

期
以
降
、
５
級
昇
格
の

34
水
準
を
後
退
さ
せ
た
ま
ま
、

③
２
級
昇
格
も
分
断
し
青
年

間
差
別
を
強
め
て
い
る
、
④

年
次
採
用
女
性
職
員
の
処
遇

底
上
げ
が
な
い
、
⑤
人
事
院

へ
個
別
協
議
に
上
げ
た
行　
（二）

職
員
数
と
発
令
の
数
を
明
示

し
て
い
な
い
。

　

上
期
発
令
に
あ
た
り
、
こ

う
し
た
問
題
を
重
点
的
に
改

善
す
る
よ
う
求
め
る
。

　

人
事
課
長　

①
②
に
つ
い

て
は
、
限
ら
れ
た
枠
の
中
で

成
績
主
義
の
観
点
で
や
っ
て

お
り
、
何
年
に
な
っ
た
か
ら

と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
。

　

③
に
つ
い
て
も
、
若
い
内

「
公
務
の
要
請
」で
希
望
圧
殺
す
る
な

で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
経

験
年
数
も
あ
り
差
が
あ
る
の

は
仕
方
な
い
と
考
え
る
。

　

④
に
つ
い
て
は
、
登
用
拡

大
計
画
を
示
し
、
平
等
な
物

差
し
で
や
っ
て
い
る
。

　

⑤
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
、
予
算
折
衝
上
の
配

慮
も
あ
り
、
ど
の
係
数
を
示

す
か
の
扱
い
が
難
し
い
。

　

協
議
会　

納
得
で
き
な
い
。

③
④
は
女
性
部
、
青
年
部
交

渉
で
追
及
す
る
が
、
問
題
な

の
は
、「
若
い
う
ち
の
差
は

好
ま
し
く
な
い
」（　

年
5
月

53

磯
部
長
官
回
答
）
と
い
う
労

働
組
合
と
の
合
意
を
形
骸
化

さ
せ
る
人
事
を
行
お
う
と
す

る
姿
勢
だ
。

　

勤
続　

年
ま
で
に
全
員
上

20

席
に
発
令
し
て
き
た
経
緯
も

無
視
し
、「
成
績
主
義
」
の
一

言
で
片
づ
け
よ
う
と
す
る
姿

勢
は
到
底
承
服
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
異
動
保
障
に
関

わ
っ
て
、
経
済
面
を
最
大
限

考
慮
し
希
望
を
尊
重
せ
よ
。

　

長
官　

一
元
化
も
そ
う
だ

が
、
公
務
の
要
請
の
許
す
範

囲
内
で
希
望
尊
重
に
配
意
し

て
き
た
。
し
か
し
、
最
終
的

に
は
公
務
の
要
請
に
は
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。

　

協
議
会　

異
動
保
障
は
、

踏
み
込
ん
だ
運
用
を
し
な
い

と
職
場
は
持
た
な
い
。
金
額

が
金
額
だ
け
に
生
活
設
計
に

大
き
く
影
響
す
る
。

　

長
官　

公
務
員
全
体
の
枠

組
み
の
中
で
の
話
で
は
あ
る

が
、
な
る
べ
く
本
人
の
希
望

を
織
り
込
め
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

石井長官を追及する全国税・全税支部協議会
の山口潤一郎代表（右）と宮城信昭副代表

　

区
内
宿
舎
か
ら
の
追
い
出
し
問
題

23

　

最
終
判
断
は
関
東
財
務
局

長
が
行
う
が
、
判
断
に
あ
た

り
国
税
局
長
の
意
見
が
考
慮

さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
必
要

性
を
説
明
し
て
い
く
。

　

協
議
会　

7
月
人
事
異
動

と
の
関
係
は
ど
う
か
。

　

厚
生
課
長　

現
に
入
居
し

て
い
る
場
合
は
、
強
制
的
に

退
去
を
要
請
す
る
こ
と
は
し

な
い
と
聞
い
て
い
る
。

　

協
議
会　

そ
も
そ
も
本
府

省
庁
職
員
し
か
貸
与
し
な
い

こ
と
が
問
題
だ
。
こ
の
通
達

の
撤
回
を
求
め
よ
。

　

長
官　

国
有
財
産
を
ど
う

す
る
の
か
と
い
う
流
れ
の
中

で
、
理
財
局
が
決
定
し
た
こ

と
で
あ
り
、
撤
回
を
求
め
る

考
え
は
な
い
。

　

協
議
会　
　

区
に
勤
め
て

23

い
る
税
務
職
員
の
業
務
が
本

府
省
庁
に
比
べ
軽
い
と
い
う

認
識
は
問
題
で
あ
り
、
士
気

に
か
か
わ
る
。
職
員
の
プ
ラ

イ
ド
を
守
る
た
め
に
も
、
長

官
は
身
を
挺
し
て
で
も
職
員

を
守
る
べ
き
だ
。

　

長
官　

国
税
職
員
に
不
都

合
と
な
ら
な
い
よ
う
、
私
の

立
場
で
努
力
す
る
。

長
官
交
渉

る
問
題
、
④
非
常
勤
職
員
の
給
与
問
題
、

⑤
確
申
期
問
題
、
⑥
調
査
件
数
削
減
問
題
、

⑦
府
省
間
配
転
者
の
研
修
問
題
、
⑧
顧
問

　

全
国
税
・
全
税
支
部
協
議
会
は
5
月　
２２

日
、
石
井
長
官
と
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
東
京　

区
内
の
宿
舎
か
ら
税
務

２３

先
斡
旋
と
退
職
勧
奨
問
題
、
⑨
組
合
差
別

是
正
問
題
を
追
及
し
ま
し
た
。

　

宿
舎
問
題
で
は
、
職
員
の
不
都
合
に
な

が
重
要
」と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
高
年

に
光
を
あ
て
た
人
事
発
令
に
つ
い
て
は
明

確
な
回
答
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ら
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ

と
を
約
束
、
ま
た
、「
職
場

活
性
化
の
た
め
、
中
高
年

に
意
欲
を
持
ち
働
く
こ
と

7月人事

分
断
を
や
め
底
上
げ
図
れ

2
〜
5

級
昇
格

「
不
都
合
に
な
ら
な
い
よ
う
努
力
」を
約
束

一
元
化



(　2　)第 1901号2009年 6月 10日

　協議会　「非常勤職員に対する給与について」の伝
達があったが、これにより時給が上がると確認でき
るか。
　長官　新たな規程では、職務内容、在勤する地域
及び職務経験等の要素を考慮し、任命権者の署長の
判断で行われる。なお、在勤する地域については、
常勤職員に適用される地域手当に相当する給与を支
給することとなり、時給単価は上がることになる。
　協議会　通勤手当や一時金に相当する給与は、「常
勤職員とほぼ同様の勤務時間（4分の3超）」にしか
適用しないとしたのは問題だ。ほぼ全員が「1日5時
間30分勤務」であり、約18分不足するため適用さ
れないことになる。
　人事課長　通勤手当や一時金に相当する給与を良
くするためではなく、常勤職員との均衡を図るため
であり、「ほぼ同様の勤務」は人事院に聞き、作った。
　協議会　ほぼ全員が適用外となる規程整備は承服
できない。指針の趣旨をいかした見直しを求めたい。
詳細は窓口で説明を求める。

　■交渉後の5月26日に窓口から説明（要旨）■

１　非常勤職員は租税の賦課徴収事務に従事していない
　ことから、行(一)適用が適当というのが人事院の見解。
　従って、行(一)1級初号俸を基礎とし職務内容、在勤
　地域、職務経験等の要素を考慮し時給単価を決定。
２　どのように考慮するかは、各任命権者の判断に拠る
　が、①職務内容は業務の複雑性・困難性を考慮（例えば、
　納税者に接する窓口業務、集中電話催告センターのオ
　ペレーター業務等が考慮の対象）、②在勤地域は、常勤
　職員に適用される地域手当に相当する給与を支給、③
　職務経験とは、業務により一層の効率化が求められ、か
　つ職務経験がその効率化に寄与するものと判断できる
　ものについて考慮（例えば、集中電話催告センターのオ
　ペレーター業務）。なお、「業務の内容に応じて真に有
　用な職務経験に限定することや、業務によって加算の
　上限を設けること、あるいは単純業務のみを行うなど
　経験年数を考慮する必要がない場合には加算しない」
　ことも指針の趣旨に反するものではないと人事院から
　は聞いている。
３　平成20年7月1日現在の当庁の事務補助職員数は
　6,607人、その内、いくつかの局において「4分の3を
　超える勤務時間で雇用されている非常勤職員はいる」と
　聞いているが、その数は未把握。
４　規定整備に伴う影響額は、平成21年度7億5千万円程
　度増加する見込み。　

顧
問
先
斡
旋
は
続
け
る
一
方
で

人
事
評
価
制
度
の
実
施
前
に

 
「
超
勤
減
っ
た
」は
大
間
違
い

■
確
申
期
、
超
勤
手
当
■

　

協
議
会　

約
束
し
た
健
康

第
一
、
超
勤
削
減
の
確
申
期

と
な
っ
た
か
を
聞
く
。

　

長
官　

重
点
な
課
題
と
し

超
勤
を
減
ら
す
よ
う
努
め
、

全
体
と
し
て
超
勤
は
縮
小
し

た
と
聞
い
て
い
る
。

　

庁
と
し
て
確
申
期
を
検
証

し
た
が
、
非
常
勤
職
員
等
の

Ｐ
Ｃ
操
作
補
助
に
よ
り
職
員

の
相
談
事
務
量
は
減
少
し
、

Ｏ
Ｃ
Ｒ
入
力
不
要
に
よ
る
内

部
事
務
量
も
減
少
し
た
と
評

価
し
て
い
る
。

　

協
議
会　

超
勤
手

当
の
未
払
い
は
な

か
っ
た
の
か
、
相
談

受
付
の
4
時
打
ち
切

り
は
検
討
し
な
い
の

か
、
来
署
型
e
‐
T

a
x
は
3
週
間
還
付

か
ら
外
す
考
え
は
な

い
の
か
。

　

長
官　

未
払
い
が

起
き
な
い
よ
う
徹
底

を
図
っ
て
お
り
、
未

払
い
問
題
は
初
め
て
聞
く
。

　

開
庁
時
間
内
に
相
談
を
終

了
さ
せ
る
よ
う
目
指
す
べ
き

だ
が
、
一
律
4
時
で
の
打
ち

切
り
は
考
え
て
な
い
。

　

リ
ピ
タ
ー
防
止
に
つ
な
げ

る
た
め
来
署
型
e
‐
T
a
x

も
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
必
要

と
考
え
る
。

　

協
議
会　

超
勤
は
減
っ
た

と
言
っ
た
が
、
と
ん
で
も
な

い
間
違
い
で
あ
り
、
入
力
・

審
査
事
務
は
も
と
よ
り
、
署

内
現
金
領
収
事
務
も
超
勤
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
超
勤
を　

時
間

80

や
っ
て
も
、
予
算
が
な
い
と

の
理
由
で　

時
間
し
か
付
け

30

な
い
の
が
実
態
だ
。

　

超
勤
予
算
を
２
、
３
割
増

■
調
査
件
数
削
減
問
題
■

　

協
議
会　

調
査
件
数
増
の

た
め
、
個
人
課
税
で
も
着
眼

調
査
を
増
や
す
動
き
が
あ
る

が
、
来
事
務
年
度
の
調
査
計

画
を
聞
き
た
い
。

　

長
官　

具
体
的
計
画
は
答

え
ら
れ
な
い
が
、
予
め
件
数

を
決
め
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

弾
力
的
運
営
繰
り
返
す
だ
け

に
し
な
い
と
未
払
い

は
な
く
な
ら
な
い
と

考
え
る
。

　

長
官　

超
勤
予
算

の
確
保
に
努
力
し
て

き
た
。
超
勤
手
当
は

適
切
に
支
給
さ
れ
て

限
ら
れ
た
人
員
の
中
で
ど
う

役
割
を
果
た
す
か
だ
。

　

協
議
会　

介
護
を
終
え
3

月
に
職
場
復
帰
し
た
職
員
に

　

件
の
法
人
調
査
を
指
示
す

22る
な
ど
、
件
数
あ
り
き
の
実

態
は
後
を
絶
た
な
い
。

　

長
官　

今
ま
で
の
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
無
理
の
な
い

事
務
計
画
の
策
定
が
基
本
で

あ
り
、
弾
力
的
な
事
務
運
営

を
指
示
し
て
い
る
。

　

協
議
会　

1
日
に
4
～
5

件
の
準
備
調
査
は
無
理
が
あ

り
、
特
に
青
年
を
無
防
備
で

調
査
に
出
し
て
い
る
。

　

長
官　

ノ
ル
マ
云
々
の
指

摘
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、

そ
う
し
た
も
の
は
な
い
と
聞

い
て
い
る
。
予
め
実
調
率
を

決
め
、
と
に
か
く
実
調
率
を

維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
は
思
っ
て
い
な
い
。

　

協
議
会　

部
門
ご
と
に
件

数
を
縛
り
、
計
画
に
あ
る
統

括
官
の
調
査
日
数
を
部
門
職

員
に
割
り
振
る
な
ど
、
問
題

点
は
多
々
あ
る
。

　

長
官　

弾
力
的
な
運
用
を

す
る
こ
と
で
、
限
ら
れ
た
マ

ン
パ
ワ
ー
を
活
用
し
て
い
く

し
か
な
い
。

府
省
間
配
転
者
の
研
修
問
題

■
府
省
間
配
転
者
研
修
■

　

協
議
会　

府
省
間
配
転
者

の
研
修
充
実
の
要
望
に
応
え

る
考
え
は
な
い
か
。

　

人
事
課
長　

基
本
的
に
は

公
務
員
を
長
く
勤
め
て
き
た

人
達
で
あ
り
、
初
め
て
職
場

に
入
る
ケ
ー
ス
と
違
う
。
他

と
比
べ
て
遜
色
な
い
研
修
と

な
っ
て
い
る
。

　

協
議
会　

７
週
間
の
研
修

を
み
る
と
、
最
初
の
１
週
間

は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

次
の
３
週
間
が
全
税
目
一
般

的
研
修
、
４
週
目
の
途
中
で

事
務
系
統
が
示
さ
れ
、
残
り

３
週
間
で
自
分
の
配
属
先
の

税
法
研
修
と
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
は
、
良
く
分
か
ら
な

い
ま
ま
仕
事
に
つ
い
て
い
る

の
が
実
態
だ
。

　

人
事
課
長　

戸
惑
っ
た
と

言
っ
て
い
た
が
、
前
向
き
に

や
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。

　

協
議
会　

遜
色
な
い
、
不

安
な
声
は
聞
こ
え
な
い
と
は

独
断
だ
。
当
事
者
の
不
安
、

不
満
を
真
摯
に
認
識
せ
よ
。

■
顧
問
先
斡
旋
問
題

　
　
　

退
職
勧
奨
問
題
■

　

協
議
会　

顧
問
先
斡
旋
は

ど
う
す
る
の
か
聞
き
た
い
。

　

長
官　

退
職
勧
奨
の
枠
組

み
の
中
で
斡
旋
が
あ
り
、
そ

の
都
度
適
正
化
も
図
っ
て
き

た
。
退
職
勧
奨
の
あ
り
方
も
、

一
層
適
切
に
や
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。

　

協
議
会　

７
月
退
職
者
に

対
す
る
勧
奨
扱
い
を
変
更
し

た
の
か
聞
き
た
い
。

　

長
官　

退
職
勧
奨
の
運
用

は
、
制
度
の
趣
旨
に
基
づ
き

適
切
に
や
る
必
要
が
あ
る
と

任
命
権
者
に
言
っ
て
い
る
。

　

協
議
会　

勧
奨
に
つ
い
て

扱
い
を
変
え
て
き
た
と
の
認

識
が
現
場
に
あ
る
。
顧
問
先

斡
旋
は
続
行
し
、
勧
奨
扱
い

を
後
退
さ
せ
る
、
こ
れ
は
差

別
で
は
な
い
の
か
。

　

長
官　

退
職
の
問
題
は
個

別
性
も
あ
り
、
家
庭
事
情
や

後
進
に
道
を
譲
る
問
題
も
あ

る
。
職
員
個
々
、
職
場
状
況

等
を
踏
ま
え
、
任
命
権
者
が

適
切
に
行
う
も
の
だ
。
そ
れ

以
上
は
回
答
で
き
な
い
。

　

協
議
会　

そ
れ
で
は
該
当

者
も
職
場
も
納
得
で
き
ず
、

不
安
も
払
拭
で
き
な
い
。

■
組
合
差
別
の
是
正
■

　

協
議
会　

沖
縄
で
も
全
税

支
部
組
合
員
に
対
す
る
差
別

政
策
が
続
い
て
お
り
、
4
年

前
の
相
談
官
発
令
を
最
後
に

一
人
も
ポ
ス
ト
発
令
は
な
い
。

　

長
官　

組
合
加
入
如
何
に

よ
っ
て
差
別
を
す
る
つ
も
り

は
な
く
、
ポ
ス
ト
昇
任
に
つ

い
て
も
人
事
の
方
針
に
基
づ

き
適
正
に
行
っ
て
い
る
。

　

協
議
会　

歴
代
長
官
も
同

様
の
回
答
を
行
う
ば
か
り
で

差
別
問
題
に
真
摯
に
向
き

合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
　

年
前
に
な
る
が
、
当
時

35
の
安
川
長
官
は
極
秘
資
料
の

摘
発
を
受
け
て
そ
の
年
7
月
、

一
定
の
差
別
是
正
に
つ
な
が

る
ボ
ー
ル
ペ
ン
書
き
の
辞
令

を
出
し
た
。

　

そ
の
後
の
長
官
は
誰
一
人

と
し
て
抜
本
的
な
是
正
措
置

も
と
ら
ず
、
清
算
も
し
て
こ

な
か
っ
た
。

　

新
人
事
評
価
制
度
が
導
入

さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
本
当
に

機
能
さ
せ
る
た
め
に
も
公
正

な
評
価
制
度
に
す
る
必
要
が

あ
り
、
古
い
タ
イ
プ
の
労
務

管
理
を
清
算
す
べ
き
時
だ
。

　

た
い
し
た
数
で
は
な
く
是

正
は
長
官
の
判
断
で
で
き
る

も
の
だ
。

　

長
官　

新
人
事
評
価
制
度

は
、
組
合
云
々
と
関
係
す
る

と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
職

場
で
的
確
に
機
能
す
る
よ
う

議
論
し
て
い
き
た
い
。

　
　

◇　

◇　

◇　

◇

交
渉
終
了
に
あ
た
り
石
井
長

官
が
コ
メ
ン
ト

　

普
段
な
か
な
か
上
が
っ
て

こ
な
い
現
場
の
声
を
聞
か
せ

て
頂
く
貴
重
な
機
会
と
前
向

き
に
捉
え
て
き
た
。
国
税
は

大
き
な
組
織
で
あ
り
、
私
が

言
っ
た
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け

各
部
署
に
徹
底
さ
れ
た
か
、

な
お
努
力
し
て
い
か
な
け
れ

ば
と
考
え
て
い
る
。

宮城副代表

非常勤の処遇改善で7億5千万円見込む

サ
ー
ビ
ス
残
業
も
依
然
解
消
さ
れ
ず

確申期
朗報 時給アップが実現
一時金相当
の給与支給 対象になる人は皆無

件
数
あ
り
き
の
計
画
・
運
営
見
直
せ

長官

　
「
遜
色
な
い
」と

　
　
　

改
善
に
後
ろ
向
き

差
別
的
勧
奨
扱
い
は
大
問
題

古
い
労
務
管
理
は
清
算
す
べ
き

い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

協
議
会　

来
署
型
e
‐
T

a
x
の
3
週
間
還
付
は
や
り

過
ぎ
と
の
声
が
強
く
、
見
直

し
を
求
め
て
い
く
。


